
 

【別紙３】 

 

 

【監理団体の許可の取消しの内容】 

１ 監理団体の許可の取消しを行った監理団体 

 （１）監理団体名：ビジネス広島協同組合 

 （２）代表者職氏名：代表理事 伊藤 雅宣 

 （３）所 在 地：広島県広島市東区牛田新町三丁目１８－６－３０１号 

  

２ 処分等内容 

   技能実習法第 37 条第１項第５号の規定に基づき、令和２年 12 月 18 日をもって監理

団体の許可を取り消すこと。 

 

３ 処分等理由 

   地方出入国在留管理局より外国人の技能実習に係る不正行為に対する通知を受けた

ことにより、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと

認められたことから、技能実習法第 37 条第１項第５号に規定する監理団体の許可の取

消事由に該当するため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


